
（12）変 更 の 概 要 【変更内容】
　当初工期：令和６年１月１０日　から　令和６年３月２２日まで
　変更工期：令和６年１月１０日　から　令和６年５月３１日まで
　延長日数：７０日間

（13）変 更 の 理 由 施工に先立ち工事区間及び周辺部の側溝清掃を実施した結果、既存の排水経路が確認されたことか
ら、排水構造物工の計画を変更するとともに横断暗渠工を減工とします。
　また、排水構造物工の嵩上げに伴い、市道交差点部の道路排水勾配が確保できないことから、舗
装工を増工するとともに、隣接する一部事業者により駐車場の補修工事が予定されていることから
付帯工の宅内調整工を減工とします。

（10）変 更 金 額 金額の変更無し

（11）変更後の契約金額 ━━━━━━━━━━

（ 8）履 行 期 間 令和６年１月１０日 から 令和６年７月３１日 まで

（ 9）契 約 金 額 36,300,000

（ 7）受 注 者 住 所 埼玉県越谷市平方南町１３－１３

（ 5）場 所 越谷市東町五丁目地内

（ 6）受 注 者 株式会社さいたま資材          

（ 3）業 種 舗装工事　

（ 4）件 名 道路補修工事（市道２３２０号線）

（ 1）当初契約年 月日 令和６年１月１０日

（ 2）変更契約年 月日 令和６年７月２４日
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（12）変 更 の 概 要 施工延長　Ｌ＝３１．４ｍ
施工幅員　Ｗ＝３．００ｍ
　　　　　　　　　　　　　（当初）　　　　（変更）　　　（増減）
コンクリート構造物取壊し　０．０ｍ３　→　４．０ｍ３　＋４．０ｍ３
殻運搬処分　　　　　　　　０．０ｍ３　→　４．０ｍ３　＋４．０ｍ３

当初工期：令和６年５月２０日　から　令和６年７月３１日
変更工期：令和６年５月２０日　から　令和６年８月　９日
延長日数：９日

（13）変 更 の 理 由 暗渠排水管撤去において、撤去予定の塩化ビニル管に当初想定していなかった防護コンクリ―トが
確認されたことから、コンクリートを撤去処分する必要が生じたため、構造物撤去工を新たに追加
します。
また、隣接コンクリート工場とアスファルト舗装の施工時期を調整した結果、７月２７日の施工と
なり、工期内の完成が見込めない状況となったため、９日間の工期延長を行います。なお、受注者
の責めによらないため、損害金は無しとします。

（10）変 更 金 額 105,600 円(税込み)

（11）変更後の契約金額 2,921,600 円(税込み)

（ 8）履 行 期 間 令和６年５月２０日 から 令和６年８月９日 まで

（ 9）契 約 金 額 2,816,000 円(税込み)

（ 7）受 注 者 住 所 埼玉県越谷市向畑５２８－４

（ 5）場 所 越谷市谷中町二丁目地内

（ 6）受 注 者 株式会社沖田土木            

（ 3）業 種 土木一式工事　

（ 4）件 名 道路補修工事（市道６００４１号線）

（ 1）当初契約年 月日 令和６年５月２０日

（ 2）変更契約年 月日 令和６年７月３０日
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